
◎がけ地近接等危険住宅移転事業の案内◎ 

危険住宅の移転に補助金が出ます！！

危険ながけ（傾斜が30度以上で、高さが２ｍ以上）に近接して建っている住宅等を 

安全な場所に移転する費用の一部を補助する制度です。なお、移転前に国等と協議が 

必要となりますので、必ず事前に相談をお願いします。（移転前年度の10月頃迄） 

 次のいずれかに該当する住宅が補助の対象となります。（崩壊対策済の区域を除く） 

（１）災害危険区域内の住宅 

災害危険区域内で、区域指定前に建てられた住宅。 

 （２）がけ条例の規制区域内の住宅 

危険ながけに近接していて、昭和29年 3月以前に建てられた住宅。 

 （３）土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内の住宅 

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内で、区域指定前に建てられた住宅。 

（４）その他、県知事又は市長が移転勧告等を行った住宅（対象区域等の条件あり） 

※建設助成費は、借入金の利子に対する補助です。 

がけに近接した土地             がけから離れた土地 

問い合わせ：建築住宅課（西庁舎２階） 

TEL：0538－37－4899  FAX：0538－33－2050 

対 象 補助限度額 

除却費／引越費用等 
危険住宅の除却費用に対して、延べ面積（㎡）×2万８千円 

まで補助／引越費用等に対して、97万５千円まで補助 
①

建
設
助
成
費
※

移転先の 

土地購入 

移転先の土地を購入するために金融機関等から借入をした場合、

その利子に対して206万円まで補助 
②

移転先の 

敷地造成 

移転先の敷地造成を行うために金融機関等から借入をした場合、

その利子に対して60万8千円まで補助 
③

移転先の 

住宅建築（購入） 

危険住宅に代わる住宅を建築（購入）するために金融機関等か

ら借入をした場合、その利子に対して46５万円まで補助 
④

がけ地近接等危険住宅移転事業
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この制度の対象となる住宅

補助金額（令和 6年度）※金額が変更になる場合があります。

移転 


